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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第１９条 流体振動等による損傷防止】

１．基準適合性の確認範囲
（１）残留熱除去系配管の改造

①流体振動等による損傷防止
既工事計画においては，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）に係る容器，管，ポンプ及び弁は，原子炉冷却材の循環，沸騰そ

の他の原子炉冷却材の挙動により生じる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の原子炉冷却材の挙動により生じる温度変動
により損傷を受けない設計とすることとしており，今回の改造範囲については，補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要につい
て】に記載している。
ａ．配管内円柱状構造物の流力振動評価

配管内に円柱状構造物を設置している場合，流れによる流体力及び励起される振動による円柱状構造物への影響を評価する必
要がある。今回の配管改造において，評価対象となる円柱状構造物が設置されていないことを確認する。
（既工事計画においては，配管内円柱状構造物が設置されていないため評価不要としている。）
「Ⅴ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書」（1頁参照）
「補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要について】参照」

ｂ．配管の高サイクル熱疲労に関する評価
配管に高サイクル熱疲労を引き起こす熱流動現象が作用する場所として高低温水合流部及び閉塞分岐管が考えられる。
既工事計画においては，「東海第二発電所における高サイクル熱疲労による損傷防止に関する報告書の提出について」（平成
20年7月29日付け発室発第235号）により，残留熱除去系熱交換器出口配管とバイパス管合流部を評価対象部位として評価して
いる。
また，閉塞分岐管はないため評価不要としている。今回の配管改造において，当該報告書の評価結果に影響のないことを確認
する。
「Ⅴ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書」（1,2頁参照）
補足-190-1【流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書に係る補足説明資料】 添付2「東海第二発電所における
高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する評価結果について」（添付2-9,2-10,2-11,2-12頁参照）

今回の変更認可申請に伴い，上記の設計に影響のないことを確認する。
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確認図書名 確認結果

補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要
について】

Ⅴ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損
傷の防止に関する説明書」

・今回の配管改造により，残留熱除去系の配管内に円柱状構造物を設置しないこと及び系統構成に
変更がない（配管閉塞部及び新たな高低温合流部の追加がない）ことを確認した。【①ａ】

Ⅴ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損
傷の防止に関する説明書」

補足-190-1【流体振動又は温度変動による
損傷の防止に関する説明書に係る補足説明
資料】 添付2「東海第二発電所における
高サイクル熱疲労による損傷の防止に関す
る評価結果について」

・今回の配管改造において，「東海第二発電所における高サイクル熱疲労による損傷防止に関する
報告書の提出について」（平成20年7月29日付け発室発第235号）で評価した「残留熱除去系熱交
換器出口配管とバイパス管合流部」の評価結果に影響のないことを確認した。 【①ｂ】

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第１９条 流体振動等による損傷防止】

２．確認結果
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第１９条 流体振動等による損傷防止】

３．まとめ
（１）残留熱除去系配管の改造

・今回の配管改造において，配管内円柱状構造物の流力振動評価対象となる円柱状構造物が設置されていないことを確認した。
・残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）に係る容器，管，ポンプ及び弁（残留熱除去系熱交換器出口配管とバイパス配管の合流部）

は，温度差のある流体の混合その他の原子炉冷却材の挙動により生じる温度変動により熱疲労割れが発生する可能性は否定できな
いため，超音波探傷検査を行い技術基準の適合を確認した。
配管改造後も定期的に技術基準の適合性を確認する方針に変更が無いため，技術基準の適合性に影響を与えない。

・既工事計画から設計を変更するものではないが，変更の工事の内容（本申請内容）に関連し，審査対象条文とする。

（２）原子炉格納容器電気配線貫通部の改造
・今回の電気配線貫通部の改造は，流体振動等による損傷防止が必要となる設備に該当しないため，審査対象条文とならない。
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第２６条 燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備】

１．基準適合性の確認範囲
（１）残留熱除去系配管の改造

①燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備の施設
既工事計画においては，燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備における燃料体等を貯蔵する設備のうち，燃料プール冷却浄化系として

残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）を施設することとしており，今回の改造範囲については，補足-4【残留熱除
去系配管改造工事の概要について】に記載している。
今回の変更認可申請に伴い，上記の系統構成及び主要仕様に影響のないことを確認する。

②燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備の機能
ａ．既工事計画においては，通常運転時等において，使用済燃料プールを冷却する機能を有することを記載している。

「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」（38頁参照）
ｂ．既工事計画においては，通常運転時等において，使用済燃料プールに注水する機能を有することを記載している。

「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」（38頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，上記の機能に影響のないことを確認する。
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確認図書名 確認結果

補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要
について】

・今回の配管改造により，残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）の系統構成に変更
がなく，燃料体等を貯蔵する設備が施設されていること，主配管の配置，最高使用温度，最高使
用圧力，外径及び厚さに変更がないことを確認した。【①】

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設は，通常運転時等において，使用済燃料プールの冷却及び注
水機能を有することを記載しており，今回の配管改造によりその方針に影響のないことを確認し
た。【②ａ，②ｂ】

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第２６条 燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備】

２．確認結果
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３．まとめ
（１）残留熱除去系配管の改造

・今回の配管改造について，残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）の系統構成に変更がないことを確認した。
・残留熱除去系（使用済燃料プール水の冷却及び補給）の系統構成，主配管の配置，最高使用温度，最高使用圧力，外径及び厚さに
変更がないことから，使用済燃料プールの冷却及び注水機能に影響はないため，技術基準の適合性に影響を与えない。

・既工事計画から設計を変更するものではないが，変更の工事の内容（本申請内容）に関連し，審査対象条文とする。

（２）原子炉格納容器電気配線貫通部の改造
・今回の電気配線貫通部の改造は，燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備に該当しないため，審査対象条文とならない。

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第２６条 燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備】
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第２７条 原子炉冷却材圧力バウンダリ】

１．基準適合性の確認範囲
（１）残留熱除去系配管の改造

①原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器の施設
既工事計画においては，原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器を施設することを記載している。
「補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要について】参照」
今回の変更認可申請に伴い，上記の系統構成及び主要仕様に影響のないことを確認する。

②原子炉冷却材圧カバウンダリを構成する配管及び機器の構造強度に関わる設計
既工事計画においては，原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準

事故時に生ずる衝撃，炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に
耐える設計とすることを記載している。
「Ⅴ-3-5-3-1-5 管の基本板厚計算書」（2,5,12～15,20～26頁参照）
「Ⅴ-3-5-3-1-6 管の応力計算書」（2,4,5,10,11,70,74頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，上記の設計方針に変更がないことを確認する。
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確認図書名 確認結果

補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要に
ついて】

・今回の配管改造により，原子炉冷却材圧力バウンダリの系統構成に変更がなく，原子炉冷却材圧
力バウンダリを構成する機器が施設されていること，主配管の配置，最高使用温度，最高使用圧
力，外径及び厚さに変更がないことを確認した。【①】

Ⅴ-3-5-3-1-5 管の基本板厚計算書
Ⅴ-3-5-3-1-6 管の応力計算書

・今回の配管改造について，必要な強度が確保されていることを左記図書※にて確認した。【②】
※：2021年3月25日ヒアリング資料「設計及び工事計画認可申請書（東海第二発電所の設計及び工事計画の変

更）」

２．確認結果

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第２７条 原子炉冷却材圧力バウンダリ】
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第２７条 原子炉冷却材圧力バウンダリ】

３．まとめ
（１）残留熱除去系配管の改造

・今回の配管改造について，原子炉冷却材圧力バウンダリの一部に改造はあるものの残留熱除去系の系統構成に変更がなく，原子炉
冷却材圧力バウンダリを構成する機器が施設されていることを確認した。

・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は，設計基準事故時等に加わる負荷に耐える設計に影響がないため，技術基準の適合
性に影響を与えない。

・既工事計画から設計を変更するものではないが，変更の工事の内容（本申請内容）に関連し，審査対象条文とする。

（２）原子炉格納容器電気配線貫通部の改造
・今回の電気配線貫通部の改造は，原子炉冷却材圧力バウンダリに該当しないため，審査対象条文とならない。
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ページ番号は，2021年3月25日ヒアリング資料「設計及び工事計画認可申請書
（東海第二発電所の設計及び工事計画の変更）」に，説明用として新たに
付番したものである。
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（東海第二発電所の設計及び工事計画の変更）」に，説明用として新たに
付番したものである。
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第３２条 非常用炉心冷却設備】

１．基準適合性の確認範囲
（１）残留熱除去系配管の改造

①非常用炉心冷却設備の施設
既工事計画においては，非常用炉心冷却設備として残留熱除去系（低圧注水系）を施設することとしており，今回の改造範囲につい

ては，「補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要について】」 に記載している。
今回の変更認可申請に伴い，系統構成及び主要仕様に影響がないことを確認する。

②非常用炉心冷却設備の機能
ａ．既工事計画においては，原子炉冷却系統施設は，設計基準事故時等において炉心を冷却する機能を有することを記載している。

「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件のもとにおける健全性に関する説明書」（40頁参照）
ｂ．既工事計画においては，残留熱除去系に設置された安全弁の吹出量を評価している。

「Ⅴ-4-1 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書」（13～20頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，上記の機能及び設計に影響がないことを確認する。

③圧力及び温度並びに冷却材中の異物による影響
ａ．既工事計画においては， 安全施設は想定される環境条件において，その機能を発揮できる設計とすることを記載している。

「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」（16～18頁参照）
ｂ．既工事計画においては，非常用炉心冷却設備のうちサプレッション・プールを水源として原子炉圧力容器に注水するためのポンプ

が，原子炉格納容器内の圧力，水位及び温度並びに冷却材中の異物の影響により想定される最も小さい有効吸込水頭において，正
常に機能することを記載している。
「Ⅴ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書」（1,6頁参照）

今回の変更認可申請に伴い，上記の設計に影響がないことを確認する。
④運転中の試験

既工事計画においては，設計基準対象施設は，技術基準に定められた試験及び検査ができるように考慮した設計とすることを記載し
ている。
「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」（26,29～31頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，試験及び検査性に影響がないことを確認する。
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確認図書名 確認結果

補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要
について】

• 今回の配管改造により，残留熱除去系（低圧注水系）の系統構成に変更がないこと，主配管の配
置，最高使用温度，最高使用圧力，外径及び厚さに変更がないことを確認した。【①】

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

• 原子炉冷却系統施設は，設計基準事故時等において，炉心を冷却する機能を有することとしてお
り，今回の配管改造によりその方針に影響がないことを確認した。【②ａ】

• 今回の配管改造により，主配管の配置に変更はなく，設計基準事故時の環境条件に影響がないこ
とを確認した。【③ａ】

• 今回の配管改造により，系統構成や主配管の配置に変更はなく，試験・検査性の方針に変更がな
いため，運転中に試験可能なように施設されていることを確認した。【④】

Ⅴ-4-1 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算
書

• 今回の配管改造により，残留熱除去系に設置された安全弁について，変更がないことを確認した。
【②ｂ】

Ⅴ-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子
炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に関す
る説明書

• 今回の改造により，有効吸込水頭の評価条件に影響がないことを確認した。【③ｂ】

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第３２条 非常用炉心冷却設備】

２．確認結果
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第３２条 非常用炉心冷却設備】

３．まとめ
（１）残留熱除去系配管の改造

・今回の配管改造について，残留熱除去系（低圧注水系）の系統構成に変更はないことを確認した。
・残留熱除去系（低圧注水系）の系統構成，主配管の配置，環境条件及び配管圧損（配管内径，配管ルート）に変更がないことから，

非常用炉心冷却設備の機能に影響はなく，試験及び検査性にも影響がないため，技術基準の適合性に影響を与えない。
・既工事計画から設計を変更するものではないが，変更の工事の内容（本申請内容）に関連し，審査対象条文とする。

（２）原子炉格納容器電気配線貫通部の改造
今回の電気配線貫通部の改造は，非常用炉心冷却設備に該当しないため，審査対象条文とならない。
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補1-添12-7

③ａ

③ａ

③ａ



補1-添12-8

④



補1-添12-9

④



補1-添12-10

④



補1-添12-11

④



補1-添12-12

②ａ



補1-添12-13



補1-添12-14

②ｂ



補1-添12-15



補1-添12-16

②ｂ



補1-添12-17



補1-添12-18

②ｂ



補1-添12-19



補1-添12-20

②ｂ



補1-添12-21



補1-添12-22



補1-添12-23

③ｂ



補1-添12-24

③ｂ



残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第３３条 循環設備等】

１．基準適合性の確認範囲
（１）残留熱除去系配管の改造

①循環設備等の施設
既工事計画においては，循環設備等のうち，発電用原子炉停止時に原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去することが

できる設備として残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）を施設することとしており，今回の改造範囲については，補足-4【残留熱
除去系配管改造工事の概要について】に記載している。
今回の変更認可申請に伴い，上記の系統構成及び主要仕様に影響のないことを確認する。
なお，循環設備等のうち，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）以外は，今回の配管改造に関係しない設備＊１ であることから，

基準適合性の確認範囲には含めない。
＊１：原子炉冷却材再循環系，原子炉圧力制御系，原子炉給水制御系，原子炉隔離時冷却系，制御棒駆動水圧系，原子炉冷却材

浄化系，残留熱除去系海水系
②循環設備等の機能

既工事計画においては，原子炉冷却系統施設は，通常運転時等において，炉心崩壊熱及び残留熱の除去，炉心を冷却する機能
（残留熱除去系）を有することを記載している。
「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」（40頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，上記の機能に影響のないことを確認する。
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確認図書名 確認結果

補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要
について】

• 今回の配管改造により，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の系統構成に変更がなく，発電用
原子炉停止時に原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去することができる設備が施設さ
れていること，主配管の配置，最高使用温度，最高使用圧力，外径及び厚さに変更がないことを
確認した。【①】

Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設
備が使用される条件の下における健全性に
関する説明書

• 原子炉冷却系統施設は，通常運転時等において，炉心崩壊熱及び残留熱の除去，炉心を冷却する
機能（残留熱除去系）を有することとしており，今回の配管改造によりその方針に影響のないこ
とを確認した。【②】

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第３３条 循環設備等】

２．確認結果
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第３３条 循環設備等】

３．まとめ
（１）残留熱除去系配管の改造

・今回の配管改造について，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の系統構成に変更がないことを確認した。
・残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の系統構成，主配管の配置，最高使用温度，最高使用圧力，外径及び厚さに変更がないこと
から，残留熱除去系の機能に影響はないため，技術基準の適合性に影響を与えない。

・既工事計画から設計を変更するものではないが，変更の工事の内容（本申請内容）に関連し，審査対象条文とする。

（２）原子炉格納容器電気配線貫通部の改造
・今回の電気配線貫通部の改造は，循環設備等（残留熱除去系（原子炉停止時冷却系））に該当しないため，審査対象条文とならな

い。
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第４４条 原子炉格納施設】

１．基準適合性の確認範囲
（１）残留熱除去系配管の改造

①原子炉格納容器隔離弁の設置
既工事計画においては，原子炉格納容器を貫通する各施設の配管系に設ける原子炉格納容器隔離弁は，安全保護装置からの信号

により，自動的に閉鎖する動力駆動弁，チェーンロックが可能な手動弁，キーロックが可能な遠隔操作弁又は隔離機能を有する逆
止弁とし，原子炉格納容器の隔離機能の確保が可能な設計とすることを記載している。
「補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要について】」
「Ｖ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」（2,10,11,13頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，原子炉格納容器の隔離機能に影響のないことを確認する。

②原子炉格納容器の除熱及び放射性物質の濃度低減
既工事計画においては，原子炉冷却系統に係る原子炉施設の損壊又は故障の際に生じる原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇

により原子炉格納容器の安全性を損なうことを防止するとともに，原子炉格納容器内から漏えいする放射性物質の濃度を低減する
設備として残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）を設置する設計とすることを記載している。
「補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要について】」
「Ｖ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」（2,21頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の原子炉格納容器を除熱する機能及び放射性物質濃度を

低減する機能に影響のないことを確認する。

（２）原子炉格納容器電気配線貫通部の改造
①原子炉格納容器バウンダリの健全性

既工事計画においては，原子炉格納容器の開口部である機器搬入口ハッチ，所員用エアロック，配管貫通部等を含めて原子炉格
納容器の漏えい率を許容値以下に保ち，原子炉冷却材喪失時及び逃がし安全弁作動時において想定される原子炉格納容器内の圧力，
温度，放射線等の環境条件の下でも原子炉格納容器バウンダリの健全性を保つように設計するとともに，漏えい試験ができる設計
とすることを記載している。
「補足-5【原子炉格納容器電気ペネトレーション貫通部改造工事の概要について】」
「Ｖ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」（2,7,9,別添1-8-1～別添1-8-13頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，原子炉格納容器バウンダリ機能に影響のないことを確認する。
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確認図書名 確認結果

補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要に
ついて】

・配管の改造により，主配管の配置，最高使用温度，最高使用圧力，外径及び厚さに変更がない
ことを確認した。【（１）①，（１）②】

・配管の改造により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の系統構成に変更はないことを
確認した。【（１）①，（１）②】

Ｖ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関す
る説明書

・配管の改造により，原子炉格納容器の隔離弁に変更はなく，原子炉格納容器の隔離機能に影響
のないことを確認した。【（１）①】

・配管の改造により，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の系統構成に変更はなく，残留
熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の原子炉格納容器を除熱する機能及び放射性物質濃度を
低減する機能に影響のないことを確認した。【（１）②】

・電気配線貫通部の改造により，スリーブ長を短尺化するのみで，材料の変更はなく，原子炉格
納容器の圧力，温度，放射線等の環境条件の下でも原子炉格納容器バウンダリ機能に影響のな
いことを確認した。【（２）①】

補足-5【原子炉格納容器電気ペネトレーショ
ン貫通部改造工事の概要について】

・電気配線貫通部の改造により，配置，最高使用圧力，最高使用温度，外径及び個数に変更がな
いことを確認した。【（２）①】

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第４４条 原子炉格納施設】

２．確認結果
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第４４条 原子炉格納施設】

３．まとめ
（１）残留熱除去系配管の改造

・今回の配管改造については，原子炉格納容器の隔離弁及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の系統構成に変更はないこと
を確認した。

・原子炉格納容器隔離弁の変更がないため原子炉格納容器の隔離機能に影響しないこと，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）
の系統構成及び主要仕様に変更がないため除熱する機能及び放射性物質濃度を低減する機能に影響しないことから，技術基準の適
合性に影響を与えない。

・既工事計画から設計を変更するものではないが，変更の工事の内容（本申請内容）に関連し，審査対象条文とする。

（２）原子炉格納容器電気配線貫通部の改造
・今回の電気配線貫通部の改造については，スリーブ長を短尺化するのみで，材料の変更はなく，原子炉格納容器バウンダリの健全
性を保つ設計に影響がないことを確認した。

・原子炉格納容器のバウンダリ機能に影響しないことから，技術基準の適合性に影響を与えない。
・既工事計画から設計を変更するものではないが，変更の工事の内容（本申請内容）に関連し，審査対象条文とする。
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補1-添14-24
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第４９条 重大事故等対処施設の地盤】

１．基準適合性の確認範囲
①地盤の健全性評価及び評価方法
ａ．既工事計画においては，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については，

基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置することを記載して
いる。
「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」（1,2頁参照）
「Ⅴ-2-2-2 原子炉建屋の耐震性についての計算書」（1頁参照）

ｂ．既工事計画においては，地盤の健全性は最大接地圧と許容支持力度を基に評価している。
「Ⅴ-1-8-3 原子炉格納施設の基礎に関する説明書」（2,3,11頁参照）
「Ⅴ-2-9-2-2 原子炉格納容器底部コンクリートマットの耐震性についての計算書」（7,11,48頁参照）
「Ⅴ-2-9-3-4 原子炉建屋基礎盤の耐震性についての計算書」（7,10,37頁参照）

ｃ．既工事計画においては，評価フローにおいて接地圧は地震応答解析を基に評価している。
「Ⅴ-2-9-2-2 原子炉格納容器底部コンクリートマットの耐震性についての計算書」（9頁参照）
「Ⅴ-2-9-3-4 原子炉建屋基礎盤の耐震性についての計算書」（8頁参照）

今回の変更認可申請に伴い，上記の地盤の健全性に係る基本方針及び評価方法に影響がないことを確認する。
②接地圧の算出

既工事計画においては，接地圧を算出するための地震応答解析は，質点系モデルに基づき評価している。
「Ⅴ-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書」（1,11,12,38,39,41,71頁参照）
「補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要について】参照」
「補足-5【原子炉格納容器電気ペネトレーション貫通部改造工事の概要について】参照」
今回の変更認可申請に伴い，接地圧の解析モデルに影響がないことを確認する。

③地盤の支持力の算出
既工事計画においては，地盤の支持性能の許容限界である極限支持力は，建築基礎構造設計指針（日本建築学会，2001）の支持力

算定式に基づき対象施設の岩盤の室内試験結果等より設定している。
「Ⅴ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針」（1,17,18頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，地盤の支持力に影響がないことを確認する。
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第４９条 重大事故等対処施設の地盤】

確認図書名 確認結果

Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要
• 地盤の健全性に係る基本方針であり，配管及び電気配線貫通部の改造により影響がないことを確

認した。【①ａ】

Ⅴ-2-2-2 原子炉建屋の耐震性についての
計算書

• 原子炉建屋は，重大事故等対処施設においては「常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事
故緩和設備の間接支持構造物」に分類される。原子炉建屋のうち，二次格納施設となる原子炉建
屋原子炉棟は，「常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備」に分類されており，
この分類について配管及び電気配線貫通部の改造により影響がないとを確認した。【①ａ】

Ⅴ-1-8-3 原子炉格納施設の基礎に関する
説明書
Ⅴ-2-9-2-2 原子炉格納容器底部コンク
リートマットの耐震性についての計算書
Ⅴ-2-9-3-4 原子炉建屋基礎盤の耐震性に
ついての計算書

• 地盤の健全性は最大接地圧と許容支持力度を基に評価しており，接地圧は地震応答解析に基づく
動的解析の結果から算出しているため，配管及び電気配線貫通部の改造により評価方法に影響が
ないことを確認した。【①ｂ,ｃ】

補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要
について】
補足-5【原子炉格納容器電気ペネトレー
ション貫通部改造工事の概要について】

• 今回の配管及び電気配線貫通部の改造により，配管及び電気配線貫通部の配置に変更がないこと
を確認した。また，配管については大幅な質量増加となる改造はなく，電気配線貫通部について
は短尺化により質量は軽くなることを確認した。【②】

Ⅴ-2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書

• 地震応答解析モデルにおける各標高の質点重量のうち，当該配管及び電気配線貫通部が設置され
る標高2.00mから標高20.30mの各質点重量はそれぞれ20万kN規模（質量換算：約2万t規模）であ
り，当該配管及び電気配線貫通部の改造による重量の増減に比べて，各標高の質点重量は非常に
大きいことから，当該配管及び電気配線貫通部の改造による影響がないことを確認した。【②】

Ⅴ-2-1-3 地盤の支持性能に係る基本方針
• 地盤の支持性能の許容限界である極限支持力度は，地盤物性等により算出されるため，配管及び

電気配線貫通部の改造による影響がないことを確認した。【③】

２．確認結果
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第４９条 重大事故等対処施設の地盤】

３．まとめ
・今回の配管及び電気配線貫通部の改造に伴う地盤の健全性に係る基本方針，建屋の耐震分類及び評価方法に変更はない。
・設備の配置の変更はなく，配管及び電気配線貫通部の改造による質量の増減としては，配管改造により100㎏程度増加，電気配線貫通

部の短尺化により280㎏程度減少するものの，当該配管及び電気配線貫通部が設置される各標高の質点重量は非常に大きいことから，
地震応答解析モデルへ影響を及ぼすことはないため，原子炉建屋基礎盤の接地圧の評価に影響しない。また，地盤の支持力は地盤物性
等により算出されるため，今回の改造に伴う影響はないことから，今回の配管及び電気配線貫通部の改造は技術基準の適合性に影響を
与えない。

・重大事故等対処施設の地盤に係る設計に影響を与えるものではないことから，既工事計画から設計内容に変更がないため，審査対象条
文とならない。
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５１条 津波による損傷の防止】

１．基準適合性の確認範囲
①基本方針

既工事計画においては，重大事故対処施設が，基準津波によりその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな
いようにするため，設置変更許可申請書の設計方針に基づくとともに，「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づく手法を適用して，
津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を設置していること並びに基準津波に対してこれらの施設の機能を維持する設計と記載
している。

「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」（1頁参照）
「その他発電用原子炉の附属施設浸水防護施設外郭浸水防護設備に係る機器の配置を明示した図面」（第9-4-1図～第9-4-4図参照）
「その他発電用原子炉の附属施設浸水防護施設内郭浸水防護設備に係る機器の配置を明示した図面」（第9-4-5図～第9-4-16図参照）
今回の変更認可申請に伴い，上記の設計に変更のないことを確認する。

②津波防護対象設備
既工事計画においては，設計基準対象施設と同時に必要な機能が損なわれるおそれがないよう，重大事故等対処施設及び可搬型重大

事故等対処設備を津波防護対象設備に含めると記載している。
「補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要について】参照」
「補足-5【原子炉格納容器電気ペネトレーション貫通部改造工事の概要について】参照」
「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」（2頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，上記の設計に変更のないことを確認する。

③入力津波の設定
ａ．既工事計画においては，入力津波の設定に当たって敷地及び敷地周辺における地形と施設の配置を考慮した津波の遡上解析を基に，

基準津波による敷地への遡上の可能性を記載している。
「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」（3頁参照）

ｂ．既工事計画においては，津波防護対策に必要な各施設の設置位置において潮位のばらつき，地殻変動及び数値計算上の不確かさを
考慮して適切に設定していると記載している。
「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」（3,4頁参照）

今回の変更認可申請に伴い，上記の設計に変更のないことを確認する。
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５１条 津波による損傷の防止】

④津波防護対策施設
ａ．既工事計画においては，入力津波による津波防護対象設備への影響として，津波の敷地への流入の可能性の有無，津波による漏

水及び溢水並びに津波による水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響の有無を評価し，対策が必要となる箇所
に津波防護施設及び浸水防止設備を設置することを記載している。
「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」（5頁参照）
「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」（16,20頁参照）

ｂ．既工事計画においては，津波の襲来を察知し津波防護施設及び浸水防止設備の機能を確実とする津波監視設備を設置することな
どを記載している。
「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」（13頁参照）

今回の変更認可申請に伴い，上記の設計に変更のないことを確認する。
⑤津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計

ａ．既工事計画においては，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備については，以下のｂ．及びｃ．の事項から，入力津波
に対して，それぞれに要求される機能が十分に保持できる設計を記載している。
「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」（14,15頁参照）

ｂ．既工事計画においては，津波による荷重と津波以外の荷重を適切に設定し，それらの組合せを考慮していること，また，津波以
外の荷重として，余震による荷重，漂流物による荷重，積雪荷重及び風荷重を考慮していることを記載している。
「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」（15,16頁参照）

ｃ．既工事計画においては，津波襲来後の再使用性や津波の繰り返しの作用を考慮して，作用する荷重に対し，それぞれの施設に要
求される機能を十分に保持できる許容限界を設定していること，材料の応力がおおむね弾性範囲内に収まることを基本としてい
ることを記載している。
「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」（16頁参照）

今回の変更認可申請に伴い，上記の設計に変更のないことを確認する。
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確認図書名 確認結果

補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要
について】

・残留熱除去系配管の改造により，残留熱除去系の系統構成及び機器の配置に変更のないことを
確認した。【②】

補足-5【原子炉格納容器電気ペネトレー
ション貫通部改造工事の概要について】

・電気配線貫通部の改造により，配置に変更がないことを確認した。【②】

その他発電用原子炉の附属施設浸水防護施
設外郭浸水防護設備に係る機器の配置を明
示した図面
（第9-4-1図～第9-4-4図）

その他発電用原子炉の附属施設浸水防護施
設内郭浸水防護設備に係る機器の配置を明
示した図面
（第9-4-5図～第9-4-16図）

・津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備に係る機器の配置に変更がないことから，津波に
よる損傷を防止する設計に影響のないことを確認した。【①】

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５１条 津波による損傷の防止】

２．確認結果
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確認図書名 確認結果

Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針

・重大事故等施設が，基準津波によりその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお
それがないようにするための設計に変更のないことを確認した。【①】

・津波防護対象設備について，設計基準対象施設のうち津波から防護する設備に変更がないことを
確認した。【②】

・入力津波の設定のうち，基準津波による敷地への遡上の可能性及び津波防護対策に必要な各施設
の設置位置の設定について変更のないことを確認した。【③】

・津波防護対策のうち，入力津波による津波防護対象設備に対策が必要となる箇所への津波防護施
設及び浸水防止設備の設計への影響及び，津波の襲来を察知する津波監視設備の設置について変
更がないことを確認した。【④】

・津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計については，津波以外に考慮すべき荷重の設定及び津
波襲来後の再使用性や津波の繰り返し作用についての設計について変更がないことを確認した。
【⑤】

Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対
象設備への影響評価

・津波防護対策のうち，入力津波による津波防護対象設備に対策が必要となる箇所への津波防護施
設及び浸水防止設備の設計に影響がないことを確認した。【④ａ】

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５１条 津波による損傷の防止】
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３．まとめ
（１）残留熱除去系配管の改造

・今回の残留熱除去系配管の改造については，設置場所及び入力津波の変更がなく，津波防護対策で防護する設計方針に影響を及ぼ
さないことを確認した。

・津波防護対策に影響のないことから，入力津波に対する津波防護の設計方針に変更がないため，技術基準の適合性に影響を与えな
い。

・既工事計画で確認された設計に影響を与えないことから，審査対象条文とならない。

（２）原子炉格納容器電気配線貫通部の改造
・今回の電気配線貫通部の改造については，設置場所及び入力津波の変更がなく，津波防護対策で防護する設計方針に影響を及ぼさ
ないことを確認した。

・津波防護対策に影響のないことから，入力津波に対する津波防護の設計方針に変更がないため，技術基準の適合性に影響を与えな
い。

・既工事計画で確認された設計に影響を与えないことから，審査対象条文とならない。

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５１条 津波による損傷の防止】
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残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５２条 火災による損傷の防止】

１．基準適合性の確認範囲
①火災防護を行う機器等の選定並びに火災区域及び火災区画の設定
ａ．既工事計画においては，配管について，ステンレス鋼及び炭素鋼等の不燃性材料を使用することで，火災による影響を受けない

ことから，火災防護を行う機器等から除外することを記載している。
「補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要について】参照」
「補足-5【原子炉格納容器電気ペネトレーション貫通部改造工事の概要について】参照」
「Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」（2,6,7～9,29～41,112頁参照）
「その他発電用原子炉の附属施設のうち火災防護設備に係る機器の配置を明示した図面及び構造図（火災区域構造物及び火災区
画構造物）」（第9-3-1図～第9-3-8図）

今回の変更認可申請に伴い，原子炉の安全停止に必要な機器等及び放射性物質の貯蔵等の機器等（以下，「火災防護上重要な機
器等」という。）についての配置に変更のないことを確認し，火災区域及び火災区画に変更のないことを確認する。

ｂ．既工事計画においては，火災防護上重要な機器等を設置する区域であって，3時間以上の耐火能力を有する耐火壁等により囲まれ
他の区域と分難されている区域を火災区域として，また，火災区域を壁の設置状況等に応じて分割したものを火災区画として設
定する方針と記載している。
「補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要について】参照」
「補足-5【原子炉格納容器電気ペネトレーション貫通部改造工事の概要について】参照」
「Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」 （2,6,7～9,29～41,112頁参照）

今回の変更認可申請に伴い，火災区域及び火災区画に変更のないことを確認する。
②火災発生防止に係る設計
ａ．既工事計画においては，火災区域に設置する油又は水素を内包する設備について，溶接構造を採用するとともに，可燃性の蒸気

及び水素が発生する火災区域については，適切な換気等を行う設計としているなど，火災の発生防止対策を行う設計方針と記載
している。
「Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」（2,7,42～48,56,255頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，火災発生防止に係る設計に影響のないことを確認する。

ｂ．既工事計画においては，火災防護上重要な機器等について，不燃性材料，難燃性材料又はそれと同等以上の性能を有する材料を
使用する設計方針と記載している。
「Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」（2,7,42,49,255,256頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，材料が不燃性材料，難燃性材料又はそれと同等以上の性能を有する材料であることを確認する。補
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②火災発生防止に係る設計（前頁の続き）
ｃ．既工事計画においては，発電用原子炉施設については，落雷による火災の発生を防止するために，避雷設備の設置及び接地網の

敷設を行うとともに，火災防護上重要な機器等について，地震による火災の発生を防止するために，耐震重要度分類に応じた耐
震設計を行うなど，自然現象による火災の発生防止対策を行う設計方針と記載している。
「Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」（2,7,42,54,55,255頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，自然現象による火災発生防止対策に変更のないことを確認する。

③火災の感知及び消火に係る設計
ａ．既工事計画においては，火災区域等には，各火災区域等の環境条件及び想定される火災の性質等を考慮し，基本的にアナログ式

の煙感知器及び熱感知器を組み合わせて設置するとともに，火災の発生場所を特定できる受信機を用いる設計方針とし，外部電
源喪失を考慮した設計としているとともに，感知設備については，耐震クラスに応じて機能を保持する設計方針と記載している。
「Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」（2,7,61～63,65,68～70,255頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，火災の感知に係る設計に影響のないことを確認する。

ｂ．既工事計画においては，消火設備は火災の影響を限定し，早期の消火を行う設計方針と記載している。
「Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」（2,7,72,75,79,80,82,83,97,255頁参照）
今回の変更認可申請に伴い，火災の消火に係る設計に影響のないことを確認する。

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５２条 火災による損傷の防止】
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２．確認結果

確認図書名 確認結果

補足-4【残留熱除去系配管改造工事の概要
について】

・今回の配管改造により，残留熱除去系の系統構成に変更がなく，残留熱除去系ポンプや残留熱除
去系熱交換器等の配置に変更のないことを確認した。【①】

補足-5【原子炉格納容器電気ペネトレー
ション貫通部改造工事の概要について】

・原子炉格納容器電気配線貫通部の改造により，電気配線貫通部の配置に変更のないことを確認し
た。【①】

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５２条 火災による損傷の防止】

補
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3







①

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５２条 火災による損傷の防止】

補
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①

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５２条 火災による損傷の防止】

補
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添
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①

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５２条 火災による損傷の防止】

補
1
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添
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7
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①

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５２条 火災による損傷の防止】

補
1
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添
1
7
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①

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５２条 火災による損傷の防止】
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①

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５２条 火災による損傷の防止】
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①

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５２条 火災による損傷の防止】
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①

残留熱除去系配管及び原子炉格納容器電気配線貫通部の変更認可申請に伴う影響について
【第５２条 火災による損傷の防止】
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